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           時事寸考             

 こんにちは、施設長・医師の吉田晴彦です。今回も、健診セ

ンターの池田有成センター長の“健康情報シリーズ”ですが、

気になるテーマは… 

高血圧の食事療法 

 近年、先進国では食事の過剰摂取や運動不足から肥満や糖尿

病、脂質異常症、高血圧などが増加し、深刻な問題になってい

ます。これらに対してその危険性を認識させ、早くから対策を

講じる必要があります。血圧に関しては 115／75を超えると死

亡率が上昇し始めることが報告されています。従って、米国で

は 120～139／80～89を前高血圧と命名し、その危険性を強調

しています。 

 米国での研究ですが、血圧 120～159／80～95の 810名を 3

群に分け、1群には生活の注意のみ与えました。2群は体重減

量、食塩摂取の制限および運動量の増加を含んだ生活習慣の改

善の介入を 18ヵ月間実施しました。3群は 2群の介入に加え

て、DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)食を 18

ヵ月間続けました。その結果、2群は 1群よりも、また、3群

は 2 群よりも体重減少、減塩の効果が高く、高血圧への発症・

進展の阻止効果が有意に優れていました。 

 DASH食とは米国立保健研究所などが提唱する高血圧に対す

る食事療法で、基本は①野菜、果物、低脂肪の乳製品を十分摂

る、②肉類および砂糖を減らす、の二点です。具体的には緑黄

色野菜と淡色野菜を毎日食べ、果物はカリウムの多いバナナ、

プルーン、リンゴなどとします。鶏肉以外の肉を減らし、魚を

増やし、調理は皮や脂を取り除き、揚げずに網焼きにしたり、

茹でたりします。低脂肪の牛乳、ヨーグルト、チーズなどでカ

ルシウムを補い、ナッツや豆類も意識して摂り、パンは全粒粉

を使ったものとします。減らす食品としては牛肉、豚肉、甘い

お菓子、砂糖を含むソフトドリンク類です。 

 日本人は元々1日当たりの食塩摂取量が多く、成人男性で

11.9g、女性で 10.1gと報告されています。人体に必要な食塩

の量は 3.8g 程度であり、いかに多く摂り過ぎているかを自覚

すべきです。従って、高血圧症を有する場合は前述の DASH食

に加えて塩分の厳重な摂取制限が必要です。日本高血圧学会で

は減塩目標を 6g／日未満としています。最近は加工食品のパ

ッケージに塩分表示が増えています。一度、どれくらい塩分を

1 日で摂取しているかを計算してみてください。「ナトリウム

(Na)」として表示されていれば、その数字を約 2.5倍にして「食

塩(NaCl)」に換算する必要があります。びっくりするほど簡単

に 6gを超えてしまいます。味噌汁 1杯は約 1.4g、ラーメンの

スープを全部飲むと 7.8g、キュウリのぬか味噌漬け 5切れで

1.6gです。日本食に使われている醤油や味噌などの調味料に

食塩は多く含まれており、これを減らすことが重要です。コン

ブやカツオブシなど天然素材からとった「だし」を代わりに使

うことが推奨されています。汁は飲まない、漬物は避ける、醤

油はなるべく使わないといった食習慣を身につけてください。 

       栄養科より今月の一押しメニュー      
 5月の行事食は、5月 5日(木)「こどもの日」 
の昼食に、“かに散らし・澄まし汁・茶碗蒸し・ 
鯉のぼりゼリー”をご用意します。 

また、6日(金)には“若竹汁”を、21日 
(土)には“筍ご飯”を予定しています。 
旬の食材は、味が良いだけでなく栄養も満点で

す。献立には季節感のある食材を積極的に取り入れるよう
にしています。お食事をしっかりとり、元気にお過ごしく
ださい。 

 

         事務室からのご案内          
誠に勝手ながら、都合により下記日程の 9 時 

～17 時 30 分の時間帯は、正面玄関のみのご利用 

とさせていただきます。 

総合案内は警備員対応となりますので、各種 

ご相談や施設内の見学につきましては翌日以降

にご連絡いたします。ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご

協力の程よろしくお願いいたします。 

平成 28 年 5 月 15 日(日)・22 日(日) 

        Cedar Walker で法律相談               

毎回、様々なテーマで法律問題を簡単に解説していただくこ

の連載ですが、今回のテーマは… 

消費者契約における損害賠償 

事業者と消費者との間で交わされた契約には、時々、一方的

に消費者側に不利な条項が混ざっていることがあります。 

「事業者は消費者に対して一切損害賠償責任を負わない」、

「事業者に故意または重大な過失がある場合でも、事業者の損

害賠償責任は○円を限度とする」といったものが、その典型で

す。また、消費者から契約を解除した場合に、法外な額の損害

賠償義務の発生を規定する条項が定められているケースもあ

ります。 

今回は、消費者契約における損害賠償のルールについてお話

します。 

私人間でどのような契約を結ぶかは自由に決められるのが、

法律の世界での原則です。しかし、事業者と消費者との間には、

情報の質や量、交渉力に格差があるのが普通です。これを放置

しておくと、事業者が自分に都合の良い契約条件を消費者に押

し付け、一般消費者の利益が不当に害される事態が生じかねま

せん。 

そこで、国は消費者契約法という法律を作って、消費者を保

護しています。 

損害賠償に関して言えば、事業者の損害賠償責任の全部を免

除してしまうような条項は無効になります(消費者契約法 8 条

1項 1号)。事業者に故意または重過失がある場合に、損害賠

償責任の一部を免除するような条項も、無効になります(同法

8条 1項 1号)。したがって、例え契約書に記載されていたと

しても、冒頭に「」で掲げたような条項に拘束されることはあ

りません。 

また、消費者契約の解除にあたり、消費者に対して事業者に

生じる平均的な損害の額を超える法外な損害賠償義務を負わ

せる条項も、無効になります(同法 9条 1 号)。この場合、消費

者は、事業者に生じる平均的な損害の額の限度で賠償金を払え

ば足りることになります。 

最近は、事業者の損害賠償義務の一切を免除するなどのあま

りに露骨な条項は少なくなりましたが、損害賠償額が一定の金

額に限定されていたり、平均的損害と言えるか疑義のある損害

賠償額が予約されていたりすることは、まま目にします。 

お困りの方は、是非お気軽にご相談ください。 
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